
令和６年度琴平町物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業に係る効果検証等

うち交付金（円）

1
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支
援給付金事業費（追加分）
【物価高騰対策給付金】

住民福祉課
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた非課税世帯に対し、１世帯あたり７万円を支給す
る。

【事業費】
70,000円×1,221世帯
【事務費】
印刷代、郵送料、振込手数料等
900,267円

R5.12.19 ～ R6.3.31 3,710,000 3,710,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

2
物価高騰対応重点支援給付金、定額減
税補足給付金

総務課 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。

【事業費】
均等割のみ課税世帯及び非課税世帯
給付100,000円×189世帯
子育て加算給付50,000円×18名分
定額減税補足給付61,030,000円
【事務費】
印刷代、郵送料、振込手数料等
581,288円

R6.6.18 ～ R7.3.31 84,515,260 84,515,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

4

定額減税補足給付金（調整給付金）
物価高騰対応重点支援給付金【被扶養
者のみ等世帯分】
給付費

総務課 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。

【事業費】
均等割のみ課税世帯及び非課税世帯
給付100,000円×8世帯
子育て加算給付50,000円×2名
定額減税補足給付470,000円

R6.6.18 ～ R7.3.31 1,370,000 1,370,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

6

定額減税補足給付金（調整給付金）
物価高騰対応重点支援給付金【被扶養
者のみ等世帯分】
事務費

総務課 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
【事務費】
印刷代、郵送料、振込手数料等
51,151円

R6.6.18 ～ R7.3.31 51,151 51,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

7
低所得世帯給付金、定額減税補足給付
金（不足額給付）

住民福祉課 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。

【事業費】
非課税世帯給付30,000円×1,250世帯
子育て加算給付20,000円×57名
【事務費】
印刷代、郵送料、振込手数料等
1,132,657円

R7.1.27 ～ R7.7.31 39,772,657 39,772,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

9

低所得世帯給付金、定額減税補足給付
金（不足額給付）
【被扶養者のみ等世帯分】
給付費

住民福祉課 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
【事業費】
非課税世帯給付30,000円×90世帯
子育て加算給付20,000円×1名

R7.1.27 ～ R7.7.31 2,720,000 2,720,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

10

低所得世帯給付金、定額減税補足給付
金（不足額給付）
【被扶養者のみ等世帯分】
事務費

住民福祉課 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
【事務費】
印刷代、郵送料、振込手数料等
77,086円

R7.1.27 ～ R7.7.31 77,086 77,000
　申請者に漏れなく支給することができ、生活の下支
えの一助となった。

11 電子地域通貨「KOTOCA]事業 企画防災課

　物価高騰の影響を受け低迷している琴平町経済への対策として、スマホアプリやカードを利用した電子地
域通貨のキャッシュレス決済サービスを導入するもの。地域経済の活性化とともに、観光事業の推進に努
める。令和６年度においては、物価高騰に苦しむ生活者・事業者への支援として、一人10万円のチャージ
分までを上限とし20％のポイントを付与するキャンペーンを実施する。

プレミアムチャージポイント
付与額
　19,287,800円
利用額
　19,176,131円

R6.6.1 ～ R7.3.17 19,176,131 15,675,000
　当初の目標である、利用率90％を達成することがで
きた。

13 学校給食材料費等高騰対策事業 生涯教育課
子育て世帯の負担を増加させることなく、栄養バランスの取れた安心安全な学校給食を安定的に供給する
ため、物価高騰に伴う給食費の単価上昇分を負担する。
　※教職員の給食費を除く。

小学校　245円→262円　17円上昇
　琴平小学校17円×21,370食
　榎井小学校17円×13,511食
　象郷小学校17円×26,542食
中学校　280円→300円　20円上昇
　琴平中学校20円×26,542食

R6.4.1 ～ R7.3.31 1,452,461 1,452,000
　保護者負担を増加させることなく、質を維持した給
食を提供することができた。

14 第三子以降給食費無償化 生涯教育課
物価高騰の影響を大きく受ける多子世帯を支援を目的とし、第３子以降の給食費を無償化するための費用
を善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターへ負担する。
　※教職員の給食費を除く。

小学校　52名　2,308,512円
中学校　15名　  729,680円

R6.4.1 ～ R7.3.31 3,038,192 1,519,000 　多子世帯の負担を軽減することができた。

事業費（円）事業期間 効果検証No 事業名 担当課 事業概要 実績


